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植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム
代表機関　公益社団法人　農林水産・食品産業技術振興協会
　理事長　藤本　潔　殿


　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　
団体名　　　　　　　　　　　　　　
代表者の役職及び氏名　　　　　　　


海外品種登録出願のための支援申請について

　令和８年度植物品種等海外流出防止・活用推進総合対策事業に係る海外品種登録出願促進対策の支援を別添により申請します。




別添１－１
海外品種登録出願促進対策
I.　品種登録に関する事項
１.出願品種の種類及び品種名称
	品種の種類
	　
	　
	品種名称
	　


複数品種の支援申請をしている場合、上記の出願品種の優先順位を記入してください
	優先順位
	　



２.育成者権者の氏名及び住所
	注：各記載欄において、記載内容を応募書類から変更する場合は、変更箇所がわかるように修正すること。以下同じ。




３.日本での出願公表日及び出願番号（出願前の品種については出願予定年月日）
	





４.出願品種の概要（主要な特性等）
	





５.出願品種の販売の状況（種苗及び収穫物の販売開始年月日）
	種苗の販売開始年月日：
収穫物の販売開始年月日：




６.出願国名（複数ある場合は、優先順位の高い順に記載すること）
	





７.出願スケジュール（出願国ごとに記載すること）
	





８.代理人の指定の有無（有の場合は、代理人の氏名等を記載すること）
	





９.登録後の登録維持・更新費用の負担
☐出願者が負担　　　☐出願者以外が負担　　　☐維持更新しない
（出願者以外が負担する場合は、出願者との関係を記載すること）
	





Ⅱ.　輸出に関する事項
１.輸出重点品目（注１）に該当する品種か。
☐はい　　　☐いいえ

２.輸出事業計画（注２）に明確に記載されている輸出に取り組む品種か。
☐はい　　　☐いいえ
（該当する場合には、輸出事業計画を添付し、今後の輸出計画を下記に記載すること。）
	





３.フラッグシップ輸出産地（注３）応募書類に明確に記載されている輸出に取り組む品種か
☐はい　　　☐いいえ
（該当する場合には、輸出産地の名称を記載し、応募書類を添付するとともに、今後の輸出計画を下記に記載すること。）
	





４.種苗法の一部を改正する法律（令和２年法律第74号）に基づく海外持出制限の届出を行っている品種か。
☐はい　　　☐いいえ

５.国内又は海外での具体的な普及・販売を実施又は実施予定の品種か。
☐①国内で具体的な普及・販売を実施している
☐②国内で具体的な普及・販売を令和９年度までに実施予定である
☐③日本からの輸出により海外で具体的な普及・販売を実施している
☐④日本からの輸出により海外で具体的な普及・販売を令和９年度までに実施予定である
☐⑤海外でライセンス生産による具体的な普及・販売を実施している
☐⑥海外でライセンス生産による具体的な普及・販売を令和９年度までに実施予定である
☐⑦上記以外の品種
①～⑥にチェックした場合は普及・販売の実施（予定）内容を具体的に記載すること。
	




※ 実施している場合は、実施内容が分かる帳票等の資料を添付すること。実施予定である場合は、具体的な普及・販売に係る計画が立てられているものに限り、当該計画に資料を添付するこ15 

と。

６.「育成者権管理機関」（注４）にライセンス又はライセンスの予定はあるか。
☐ある　　　☐ない

７.「公的機関における海外への品種登録出願に係る判断基準の整備」（注５。以下「判断基準の整備」という。）を実施する、又は令和９年度までに実施予定の公的機関が扱う品種か。
☐「判断基準の整備」を実施する公的機関が扱う品種
☐「判断基準の整備」を令和９年度までに実施する予定の公的機関が扱う品種
☐上記以外の品種
※ 「判断基準の整備」を実施している場合は、当該基準を添付すること。

８.その他、補足説明があれば記載すること（輸出拡大のための重要性、侵害リスク等）
	





Ⅲ.　出願の方法
☐出願代理人を通じて行う
出願手続を行う代理人名を下記に記載
	


☐申請者自らが行う

　☐本事業は、「育成者権者等を構成員とした団体」として行う
· 該当する場合は、別添２の「事業実施団体等の概要」中に全構成員の名称又は氏名等、それぞれの役割について、記載すること。

Ⅳ.　経費見込み
	
区分

	
事業費
（Ａ＋Ｂ）
	負担区分
	
備考

	
	
	国庫補助金
（Ａ）
	事業実施団体等
（Ｂ）
	

	
	円
	円
	円
	




	計
	
	
	
	



注１：区分の欄には、実施規程第２に掲げる補助対象経費のうち該当する経費を記載すること。
２：備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠（経費内容、単価、数量、人数等）を詳細に記載すること。なお、備考については、別葉としてもよいこととし、品種別、国別の経費内訳表を添付すること。
３：事業の一部を他の者に委託する場合には、備考欄に委託先と委託する事業の内容及びそれに要する経費を記載すること。


Ⅴ.　申請に関する問合せ先
	所属・役職
	＊申請者の負担軽減のため、２品種目以降については、１品種目と同様の内容となる場合、「○○（※種類名）の○○（※品種名称）と同じ。（以下同じ。）」とする。


	氏名
	

	Eメール
	

	電話
	

	FAX
	



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注１：輸出重点品目
農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令和２年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定）において、輸出戦略上重要な品目として位置づけられた品目（果樹類、いちご等）。詳細は下記参照。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/attach/pdf/index-43.pdf
注２：輸出事業計画
農林水産大臣に認定を受けた、単独又は共同で農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るための事業に関する計画。詳細は下記参照。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku_kohyo.html
注３：フラッグシップ輸出産地
農林水産大臣に認定を受けた、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地。詳細は下記参照。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/240807.html
注４：育成者権管理機関
育成者権者に代わり、専門的に育成者権を管理し、戦略的なライセンスや侵害の監視・対応等を適切に行う体制及び計画を有することについて、農林水産省から認定を受けた機関。詳細は下記参照。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/ikuseisyaken.html
注５：「公的機関における海外への品種登録出願に係る判断基準の整備」
食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定）による輸出の促進のKPIに掲げる「公的機関における海外への品種登録出願に係る判断基準の整備」を実施する、又は実施する予定の公的機関。「食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定）」は下記参照。
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-61.pdf


別添２


事業実施団体等の概要等

１．事業実施団体等の概要
	
	

	団体名
代表者の役職及び氏名
担当者氏名
所属部署
〒　住所
電話番号
FAX
メールアドレス
ホームページ
	＊２品種目以降については、１品種目と同様の内容となる場合、「○○（※種類名）の○○（※品種名称）と同じ。（以下同じ。）」とする。



	事業実施団体等の事業概要
	


注１：法人等の団体として事業を実施しない場合は、「団体名」を削除し、「代表者の役職及び氏名」を「氏名」とし、記載すること。法人の場合は、「団体名」に法人の名称を記載すること。

２：別添１－１中の「本件出願は、育成者権者等を構成員とした団体として行う」にチェックを入れた場合は、団体名や代表者の役職及び氏名の記載とは別に、育成者権者等を構成員とした団体の全構成員の名称又は氏名等、及びそれぞれの役割を上記の欄中に記載すること。
３：事業実施団体等の概要が分かるパンフレット等による代替も可とする。
